
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 監査指導課関係業務 
 



社会福祉施設等指導監査   

 

(１) 社会福祉施設指導監査 

適正な施設運営を確保するため、社会福祉法第 70条等の規定に基づき、利用者の処遇、職員

の待遇、施設の整備状況等運営の全般について助言、指導を行っている。 

 

(２) 社会福祉法人指導監査 

適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、社会福祉法第 56 条の規定

に基づき、法人運営・事業経営全般について助言、指導を行っている。 

 

(３) 児童福祉行政（保育事務関係）指導監査 

適正な児童福祉行政の実施を確保するため、児童福祉行政関係法施行事務の処理等について

助言、指導を行っている。 

 

(４) 障害福祉行政関係法施行事務指導         

適正な障害福祉行政の実施を確保するため、障害福祉行政関係法施行事務の処理等について

助言、指導を行っている。 

 

(５) 介護サービス事業者等指導 

介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため、法令等に定める介護

給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について助言、指導を行ってい

る。 

 

(６) 障害福祉サービス事業者等指導 

自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付等の適正化を図るため、法令等に

定める自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求等について助言、

指導を行っている。 
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